
0706 M i n i s t r y  o f  t h e  E n v i r o n m e n t環境省の直轄事業 環境省

退避施設等の倒壊 法面の崩壊

自然公園施設に関する防災・減災対策（令和3年度～令和7年度）

　近年の気候変動による災害激甚化を踏まえ、政府全体の取組である「防災・減災、国土強靱化のための５か年加
速化対策」の実施に伴い、全国の自然公園事業等の施設を対象に国土強靭化対策を進めるため、人命や国土荒廃
の防止の面で課題がある施設について、再整備を実施します。

● 防災・減災、国土強靱化のた
めの施設整備（自然災害時に、
人命に危険を及ぼす恐れがあ
る施設。利用者の緊急退避所
となりうる施設のうち対策が必
要な施設。国土の荒廃につな
がる危険性のある施設。）

事業目的

事業内容 整備イメージ

高架木道の改修

避難小屋等の改修

国指定鳥獣保護区において環境省が行う直轄事業

皇居外苑（北の丸公園を含む）、新宿御苑、京都御苑の各国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑において、施設の整備
を実施します。

京都御苑新宿御苑
整形式庭園、風景式庭園、日本庭園等で構成
され、四季折々の風情と豊かな自然にふれあうこ
とができる「都会のオアシス」と呼ばれるにふさ
わしい庭園です。

古都京都の中心部に位置し、京都御所や京都
迎賓館等を囲む由緒ある景観を維持する庭園と
して、広く散策や休息の場として親しまれている
公園です。

先の大戦の海外における戦没軍人及び一般邦
人のご遺骨を納めた「無名戦没者の墓」として
創建され、樹木がうっそうと茂る静かで荘厳な公
園です。

千鳥ケ淵戦没者墓苑

皇居外苑
クロマツの点在する大芝生広場と江戸城の佇ま
いを残す濠や城門等の歴史的建造物が調和し
た皇居外苑地区、森林公園として整備された北
の丸地区からなる公園です。

国民公園等において環境省が行う直轄事業

国立公園等施設利用環境整備事業（長寿命化対策）

干潟の造成 植生マットの設置

　国立公園等を単位として策定した長寿命化計画に即して、自然公園等施設について長寿命化を主目的とした改修等
を実施します。

● 劣化や損傷の防止を図るための施設改修等

事業目的

事業内容

● 自然公園法施行令第４条に示す建築物や工作物

対象施設

国立公園等の施設

　鳥獣の生息環境が変化している国指定鳥獣保護区において、鳥獣の生息地の保護を図るための保全事業を実
施します。

事業目的

● 湖沼等の水質を改善するため
の施設の整備

● 鳥獣の生息地の保護のための
侵入防止柵等の整備

● 鳥獣の繁殖施設、採餌施設、
休息施設等の整備

事業内容 整備イメージ
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長寿命化改修の例

長寿命化改修を行うことにより、トータルコストの
縮減につながる。
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